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七
十
歳
未
満
の
組
合
員
ま
た

は
被
扶
養
者
の
方
が
入
院
す
る

際
に
は
、
窓
口
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
共
済
組
合
か
ら
限

度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
、
医
療
機
関
（
県
内
・
県
外

を
問
い
ま
せ
ん
）
の
窓
口
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口
で
支
払
う
額
が
、
医
療

費
の
三
割
（
小
学
校
就
学
前
二

割
）
の
う
ち
、
高
額
療
養
費
を

除
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

医
療
費
の
三
割
（
小
学
校
就

学
前
二
割
）
を
窓
口
で
支
払
い
、

お
よ
そ
三
ヵ
月
後
に
共
済
組
合

か
ら
高
額
療
養
費
分
が
組
合
員

の
口
座
へ
送
金
さ
れ
ま
す
。

下
図
の
例
で
は
、
①
、
②
の

い
ず
れ
の
場
合
も
最
終
的
な
自

己
負
担
額
は
二
万
五
千
三
十
円

と
な
り
ま
す
が
、
①
は
窓
口
で

の
支
払
い
額
を
大
き
く
軽
減
で

き
ま
す
。

①
限
度
額
適
用
認
定
証
を

　

提
示
し
た
場
合

②
限
度
額
適
用
認
定
証
を

　

提
示
し
な
い
場
合

次
の
場
合
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・ 

交
通
事
故
等
の
第
三
者
加
害
行
為
に

よ
る
入
院

・ 

医
療
福
祉
制
度
（
マ
ル
福
）
該
当
者

の
入
院
（
た
だ
し
、
県
外
で
入
院
す

る
場
合
は
使
用
で
き
ま
す
。）

限
度
額
に
つ
い
て

月
単
位
で
の
限
度
額
と
な
り
ま
す
。

限
度
額
の
計
算
で
は
、
食
事
負
担
額
や

差
額
ベ
ッ
ド
代
等
は
医
療
費
に
含
ま
れ
な

い
た
め
、
限
度
額
と
は
別
に
支
払
い
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の

申
請
先
は
？

「
限
度
額
適
用
認
定
申
請
書
」
が
、
共
済

事
務
担
当
課
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
の

で
、
共
済
事
務
担
当
課
を
通
し
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
組
合
員
の
方
は
、
共
済
組
合

保
険
課
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
直
接
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
が

使
え
な
い
診
療

【事業収入から控除できる必要経費】※税法上の控除とは異なります。
● 小売業、飲食業、理容業、学習塾
・仕入原価・水道光熱費・修繕費・消耗品費・地代家賃等 
● 農業
・小作料・賃借料・種苗費・肥料費・飼料費・農具費・農薬費・修繕費・水利費・素畜費・動力光熱費
・荷造運賃・地代家賃・土地改良費・精米機使用料
● 不動産
・修繕費・消耗品費
※  被扶養者の主な認定要件等については、「いばらき共済７月号 No.258」に掲載していますのでご参照願います。

共済組合からのお願い
扶養の認定取消日は、事実発生日となっています。
就職、結婚、パート収入増、雇用保険受給、年金受給、年金受給額増、事業開始、事業収入増等となった場合は、
認定基準内の収入であるかどうか等被扶養者の収入管理をお願いいたします。届出が遅くなった場合は、事実
発生日までさかのぼって取り消しとなり、遡及期間にかかる医療費の返還等が生じることとなりますので、早
めに手続きをされますようお願いします。
なお、資格継続調査時においては、退職等により無収入であっても、調査対象となる過去の期間に認定基準
を超える収入があった場合は、同様に取り消しとなります。
共済組合では、調査対象となる過去の期間における書類（給与明細、給付明細書、源泉徴収票、雇用証明書、
年金裁定通知書、確定申告書・収支内訳書、収入証明書等）の提出をみなさんへ依頼することがありますので
ご協力願います。

お問い合わせ先　　共済組合保険課　TEL  029－301－1413

当
組
合
の
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
の
方

が
七
十
五
歳
に
な
る
と
、
健
康
保
険
制
度

は
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
に
切
り
替
わ
り
ま
す
の
で
、
誕
生
月

は
、
誕
生
日
を
境
に
し
て
加
入
す
る
医
療

保
険
制
度
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
一
日
が
誕
生
日
の
方
は
長
寿

医
療
制
度
の
み
の
加
入
に
な
り
ま
す
。）

長
寿
医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
平
成

二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
の

間
に
七
十
五
歳
に
な
っ
た
方
（
昭
和
八
年

生
ま
れ
）
は
、
そ
の
誕
生
月
に
所
得
区
分

に
応
じ
た
一
定
額
以
上
の
医
療
費
を
負
担

さ
れ
た
場
合
、
自
己
負
担
限
度
額
が
各
々

の
制
度
で
計
算
さ
れ
て
お
り
、
負
担
が
増

加
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。（
平

成
二
十
一
年
一
月
以
降
は
、
自
己
負
担
限

度
額
が
各
々
の
制
度
で
半
額
に
な
っ
て
い

ま
す
。
下
図
参
照
。）

共
済
組
合
で
は
、
こ
の
様
な
方
々
を
把
握

し
、「
高
額
療
養
費
特
別
支
給
金
」
と
し
て

差
額
を
支
給
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

該
当
す
る
方
に
は
、
所
属
所
共
済
組
合

担
当
課
を
通
じ
、
申
請
の
ご
案
内
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
提
出
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日
（
金
）

【例】限度額区分が「一般」（限度額44,400円）の方が7月に75歳になった場合

【これまで】 【負担軽減後】
7月 8月誕生日 7月6月 6月 誕生日 8月

限度額
（44,400円）

限度額
（44,400円）

限度額
（44,400円）

限度額
（22,200円）

長寿
医療制度

限度額
（44,400円）

限度額
（22,200円）

（44,400円） （44,400円）

該当者には共済組合分の差額を「高額療養費特別支給金」として支給します。

共済組合

（88,800円）
負担増

（44,400円）
負担増の解消

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

共
済
組
合 

保
険
課

電
話　

〇
二
九
―
三
〇
一
―
一
四
一
三

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

共
済
組
合 

保
険
課

電
話　

〇
二
九
―
三
〇
一
―
一
四
一
三

「
高
額
療
養
費
特
別
支
給
金
」の
ご
案
内  

入
院
の
際
に
は
限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
し
ま
し
ょ
う

― 

窓
口
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す 

―

医療費総額100万円：負担割合3割：適用区分・Ｂの場合医療費総額100万円：負担割合3割：適用区分・Ｂの場合

② 限度額適用認定証を提示しない場合 ① 限度額適用認定証を提示した場合

窓口負担額
窓口負担額
（限度額）

診療報酬明細書（レセプト）が到着してから
高額療養費 212,570円 及び
一部負担金払戻金 62,400円 を組 合 員へ送金

診療報酬明細書（レセプト）が到着してから
高額療養費 212,570円 を医療機関へ送金
一部負担金払戻金 62,400円 を組 合 員へ送金

最終的な自己負担額25,030円 最終的な自己負担額25,030円

※適用区分は給料月額で決定します。

30万円に
なります。

87,430円に
なります。

給料月額

424,000円以上

424,000円未満

同  額

提示により
窓口支払額
約21万円軽減

限度額計算方法

150,000円＋（医療費－500,000円）×1％

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

所得区分

上位所得者

一般

適用区分

A

B

―
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
十
二
月
に

七
十
五
歳
に
な
ら
れ
た
方
へ
―




